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弟子屈地区防犯協会連合会

☎４８２‐２１１０（弟子屈警察署内）

バッテリー盗難・タイヤ盗難発生!!
　釧路地区および十勝地区において、自動車販売店から大量のタイヤが盗まれる事件が連続発生しました。釧路市内

の運送会社で、駐車しているトラックや重機からバッテリーが盗まれる事件も発生しています。

 車両は書庫などに入れて出入口を施錠　夜間は敷地ゲートを封鎖

センサーライト、防犯カメラなどの防犯機器の設置などをして、盗難被害を防止しましょう。

新しい詐欺の手口に注意!!
　東京都内において警察官や検察官を名乗る犯人から「あなたの口座が詐欺に使われている」などの電話があり、偽

の検察庁のホームページへ誘導するなどしてお金をだまし取る手口の被害が発生しています。被害にあっているの

は、30～40歳代の女性が中心です。

　犯人はインターネットで偽のホームページに誘導した後「あなたの口座に不正な動きがある」「口座を凍結したく

ないのであれば指示に従ってください」などと言ってお金をだまし取ろうとしています。

　警察官や検察官の職員がホームページへのアクセスを求めたり、個人情報を入力させたり、現金を振り込ませるこ

とは絶対にありません。

架空請求詐欺に注意!!
　弟子屈警察署管内に居住の方の携帯電話宛てにインターネット運営会社を名乗る男から「有料動画の未納料金があ

る」などと電話で言われ、コンビニエンスストアで購入した電子マネーの番号を伝えたことにより、お金をだまし取ら

れた被害が発生しています。

身の覚えのないお金の請求や督促の電話やメールが来た場合には、まずは家族や友人、警察署などに相談しましょう。

弟子屈警察署
所在地交番

☎４８２‐２１１０

川湯駐在所
☎４８３‐２１５１

自動車運転免許の
更新時講習
期日／４月18日㈬
場所／町公民館

 ▼優良講習／11時30分

 ▼一般講習／13時

 ▼違反講習／９時

 ▼初回講習／14時30分

※ 講習は、警察署で免許更新の手続きを済ませた

後に受講してください。

弟子屈警察署ホームページ　http://www.teshikaga-syo.police.pref.hokkaido.jp

春の全国交通安全運動
～行けるはず　まだ渡れるは　もう危険～

交番だより　平成30年４月号

４月６日㈮から15日㈰までの間「春の全国交通安全運動」を実施します。

　　　・子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止

　　　・自転車の安全利用の推進

　　　・全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

　　　・飲酒運転の根絶

詳しくは、弟子屈警察署にお問い合わせください

　町で実施している「空き家バンク制度」「人財バンク制度」を紹介し
ています。
　３月13日現在「空き家バンク」で募集している空き家物件は11件
（売買11件）。今月はそのうちの「登録番号37物件」を紹介します。
　「人財バンク」に登録されているのは、個人登録８人、団体登録８
団体。今月はそのうちの、団体登録番号４「弟子屈剣道スポーツ少年
団」を紹介します。
　それぞれの詳しい内容は、町公式ウェブサイトに掲載されてい
ます。ご覧いただき、ぜひ、ご活用ください。

▼空き家バンクホームページ

　http://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/20akiya/bukken.html

▼人財バンクホームページ

　http://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/35jinzai/index.html

問い合わせ先
空き家バンク／役場まちづくり政策課政策調整係☎４８２‐２９１３（課直通）
人財バンク／役場社会教育課社会教育係☎４８２‐２９４８（課直通）

空き家バンク 人財バンク

空き家バンク
登録番号 37

▼場所／川湯駅前３丁目64番地39

▼  建物／木造２階建て

　　　　３ＬＤＫ＋２Ｓ

▼建築年／1985(昭和60）年

▼価格／850万円

人財バンク
団体登録番号４

▼氏名／弟子屈剣道スポーツ少年団

▼  分野／学術・文化・芸術・ス

ポーツ・子どもの健全育成

▼  ＰＲ／小学校低学年から

高校生まで幅広い会員の

もと、技術だけではなく精

神面の鍛錬により、子どもの健全な成長を目指

しています。何よりも「楽しく」をモットーに家族

のような団体です。剣道に親しんでみませんか。

警察官募集中！

運転免許証を自主返納した方に乗車券などを交付
　交通事故のない安心して暮らせるまちづくりを推進するため、運転免許証を自主返納した高齢者の方などが、
マイカーに依存することなく移動できるよう、交通費などの一部を支援します。

　 ▼交付対象者　
　　次のすべての項目に該当する方が対象です。
　　　・本町に住民登録されている65歳以上の方、または障がい者手帳をお持ちの方
　　　・平成30年４月１日以降に運転免許証を自主返納された方
　　　・町税などを滞納していない方
　　　・弟子屈町暴力団排除条例に定める暴力団員などでない方
　　　　※自主返納から１年以内に申請が必要です。

　 ▼交付されるもの
　　〇阿寒バス回数券
　　〇摩周ハイヤー乗車券　　　この中から合計２万円分を交付します。
　　〇摩周湖スタンプ商品券

　 ▼申請方法
　　役場環境生活課に次の必要書類を提出してください。
　　・本人であることが確認できる書類（運転免許経歴証明書・健康保険証・介護保険証 など）
　　・印鑑
　　・申請による運転免許証の取消通知書
　　※ 申請後、２～３週間程度で、本人に通知されますので、通知書と本人確認できる書類を持って窓口で受け

取りとなります。

問い合わせ先／役場環境生活課生活係☎４８２‐２９３４（課直通）

弟子屈町運転免許証返納支援事業

運転免許証の
自主返納


